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＊本報告書を読む際の注意 

１．「ｎ」は質問に対する総回答数であり，％が何人の回答に相当するかを示す比率算出の

基数である。 

２．質問の種類を示す記号は次のとおりである。 

Ｍ.Ａ.：１回答者が２以上の回答をすることができる質問（Multiple Answers の略）。

通常，各比率の合計は 100％を超える。 

３．集計値（比率）は小数点第二位を四捨五入しているため， 

ａ）単数回答の質問であっても，各比率の合計は 100％にならない場合がある。 

ｂ）小数点第二位が４以下の数値の場合，「0.0％」と表記されている。 

４．集計結果上，表記している「不明」とは，無回答や回答拒否等により質問選択肢での回

答を得られなかった場合を示す。 
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１．調査目的 

本アンケート調査は，裁判員裁判に参加した裁判員及び補充裁判員並びに裁判員等選任手

続期日に出席した裁判員候補者に対し，意見・要望など主観的要素を調査・把握し，その結

果を集計・分析して，裁判員制度の運用等の改善につなげることを目的とするものである。 

 

２．調査対象 

（１）調査対象事件 

本報告書は，平成３０年１月以降，同年１２月末日までに全国６０の裁判員裁判実施庁

に提出された裁判員等アンケートの結果を取りまとめたものである（図表１「庁別対象事

件数と回収票数」参照。なお，対象事件数は，調査対象期間中に提出のあったアンケート

を基にしており，かつ，区分審理が行われた裁判では裁判員等の参加した審理ごとに事件

数を計上しているため，同期間内に実施した終局人員数とは一致しない場合がある。）。 

これら事件を審理の実日数別にみると，「３日」が３５．６％を占め，最も多い実日数と

なっている。次いで，「１日又は２日」が２３．７％，「４日」は１９．４％，「５日」は９．

２％となっており，「６日以上」は１２．１％である（図表２「（１）審理の実日数」参照。）。 

また，自白・否認別にみると，「否認」事件が５０．７％を占め，「自白」事件は４９．

３％である（図表２「（２）自白・否認の別」参照。）。 

※「審理の実日数」は，実際に審理を行った日のみ（審理及び評議を行った日を含む。）を

計上したものであり，裁判員等選任手続や評議，判決宣告のみを行った日は含まない。 

※「自白・否認の別」にいう「否認」には，一部否認も含む。 

※「審理の実日数」，「自白・否認の別」に係る数値は，いずれも本アンケート調査におい

て用いたアンケート用紙の「裁判所記入欄」の記載に基づく集計による。 

 

（２）調査対象者 

裁判員裁判に参加した裁判員及び補充裁判員並びに裁判員等選任手続期日に出席した裁

判員候補者に対し，本アンケート調査の協力を求めたところ，調査対象期間中，合計２６，

３１０名から回答が得られた。その内訳をみると，裁判員経験者が５，７１６名，補充裁

判員経験者が１，７８９名，裁判員候補者経験者が１８，８０５名である（図表１参照。

なお，当初補充裁判員に選任され，その後，裁判員に選任された者については，裁判員用

のアンケートについて協力を依頼した。）。調査対象期間中にアンケート用紙を配布した人

数を分母とした場合の回収率は，裁判員経験者が９９．５％，補充裁判員経験者が９８．

２％，裁判員候補者経験者が９８．６％である。 

これら調査対象者の属性をみると，性別については，「男性」が５４．４％，「女性」が

４５．１％となっている。また，年齢については，法律上，希望すれば辞退することがで

きることとされている「７０歳以上」の割合は少ないものの，２０代から６０代までの幅

広い年代にわたっている。職業別では，「お勤め」が５６．８％と最も多い層となっており，

「パート・アルバイト」，「専業主婦・専業主夫」，「無職」がこれに続いている。「育児」や

「介護」をしている人も参加しており，育児・介護のいずれか，または，その双方をしてい

る人の割合は，調査対象者全体の２０．９％を占めている（図表３「対象者属性」参照。）。 
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図表１ 庁別対象事件数と回収票数 

対象事件数 裁判員 補充裁判員 裁判員候補者 合計

東京地方裁判所 133 797 249 2,089 3,135

東京地方裁判所立川支部 28 166 53 440 659

横浜地方裁判所 38 226 65 820 1,111

横浜地方裁判所小田原支部 9 54 19 194 267

さいたま地方裁判所 33 187 64 670 921

千葉地方裁判所 107 630 183 2,055 2,868

水戸地方裁判所 24 143 44 484 671

宇都宮地方裁判所 11 66 22 236 324

前橋地方裁判所 18 108 32 283 423

静岡地方裁判所 11 66 21 192 279

静岡地方裁判所沼津支部 9 54 17 148 219

静岡地方裁判所浜松支部 3 18 5 37 60

甲府地方裁判所 7 42 12 163 217

長野地方裁判所 6 36 12 120 168

長野地方裁判所松本支部 8 47 15 175 237

新潟地方裁判所 10 54 15 191 260

大阪地方裁判所 77 445 137 1,571 2,153

大阪地方裁判所堺支部 19 113 31 433 577

京都地方裁判所 17 102 35 365 502

神戸地方裁判所 31 186 59 606 851

神戸地方裁判所姫路支部 8 48 16 169 233

奈良地方裁判所 9 54 20 213 287

大津地方裁判所 13 78 24 271 373

和歌山地方裁判所 5 30 9 96 135

名古屋地方裁判所 26 156 54 593 803

名古屋地方裁判所岡崎支部 7 42 13 136 191

津地方裁判所 11 65 21 318 404

岐阜地方裁判所 7 42 13 152 207

福井地方裁判所 2 12 4 42 58

金沢地方裁判所 5 30 10 94 134

富山地方裁判所 6 36 8 138 182

広島地方裁判所 9 47 16 168 231

山口地方裁判所 10 60 20 166 246

岡山地方裁判所 15 88 23 361 472

鳥取地方裁判所 1 6 2 15 23

松江地方裁判所 1 6 2 21 29

福岡地方裁判所 43 258 88 887 1,233

福岡地方裁判所小倉支部 16 96 30 365 491

佐賀地方裁判所 4 24 9 93 126

長崎地方裁判所 5 30 11 101 142

大分地方裁判所 6 36 12 121 169

熊本地方裁判所 9 54 17 149 220

鹿児島地方裁判所 9 54 18 173 245

宮崎地方裁判所 7 42 14 108 164

那覇地方裁判所 17 101 27 280 408

仙台地方裁判所 14 84 26 288 398

福島地方裁判所 3 18 8 90 116

福島地方裁判所郡山支部 10 59 17 187 263

山形地方裁判所 6 36 12 169 217

盛岡地方裁判所 4 24 8 80 112

秋田地方裁判所 7 42 12 120 174

青森地方裁判所 5 30 10 132 172

札幌地方裁判所 20 118 37 356 511

函館地方裁判所 3 18 7 74 99

旭川地方裁判所 8 48 15 147 210

釧路地方裁判所 6 36 13 132 181

高松地方裁判所 7 42 13 155 210

徳島地方裁判所 8 48 15 142 205

高知地方裁判所 6 36 11 114 161

松山地方裁判所 7 42 14 117 173

全　　体 964 5,716 1,789 18,805 26,310
（注）対象事件数は，平成 30 年 1 月以降，同年 12 月末日までに提出のあったアンケートを基にしており，かつ，区分審理が行われた裁判では 

裁判員等の参加した審理ごとに事件数を計上しているため，同期間内に実施した終局人員数とは一致しない場合がある。 
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図表２ 対象事件について（審理の実日数及び自白・否認の別） 

（１）審理の実日数（裁判員，補充裁判員のみ） 

 

（２）自白・否認の別（裁判員，補充裁判員のみ） 

 

図表３ 対象者属性 

（１）性 別 

 

  

1,778 

23.7%

1,368 

23.9%

410 

22.9%

2,673 

35.6%

2,046 

35.8%

627 

35.0%

1,453 

19.4%

1,103 

19.3%

350 

19.6%

691 

9.2%

531 

9.3%

160 

8.9%

910 

12.1%

668 

11.7%

242 

13.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=7,505

裁判員

n=5,716

補充裁判員

n=1,789

3,699 

49.3%

2,830 

49.5%

869 

48.6%

3,806 

50.7%

2,886 

50.5%

920 

51.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=7,505

裁判員

n=5,716

補充裁判員

n=1,789

14,309 

54.4%

3,164 

55.4%

977 

54.6%

10,168 

54.1%

11,871 

45.1%

2,482 

43.4%

795 

44.4%

8,594 

45.7%

130 

0.5%

70 

1.2%

17 

1.0%

43 

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=26,310

裁判員

n=5,716

補充裁判員

n=1,789

裁判員候補者

n=18,805

 

１日又は２日 
 

３日 
 

４日 
 

５日 
 

６日以上 

 

自白 

 否認 

 

男性 

 女性 

 不明 



- 4 - 

（２）年 齢 
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１．裁判員に対するアンケート結果 

問２．審理内容のわかりやすさ 
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n=5,716

弁護人

n=5,716

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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問４．検察官の法廷活動に対して感じられた印象 

 

 

 

問４．弁護人の法廷活動に対して感じられた印象 

 

 

  

707 

12.4%

445 

7.8%

341 

6.0%

761 

13.3%

660 

11.5%

4,963 

86.8%

5,216 

91.3%

5,301 

92.7%

4,878 

85.3%

4,945 

86.5%

46 

0.8%

55 

1.0%

74 

1.3%

77 

1.3%

111 

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=5,716

n=5,716

n=5,716

n=5,716

n=5,716

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

供述調書の朗読がわかりにくかった

（長い，単調，その場で理解できない，

印象に残らない等）

話す内容がわかりにくかった

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった

1,376 

24.1%

312 

5.5%

1,121 

19.6%

1,630 

28.5%

4,280 

74.9%

5,339 

93.4%

4,487 

78.5%

3,959 

69.3%

60 

1.0%

65 

1.1%

108 

1.9%

127 

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=5,716

n=5,716

n=5,716

n=5,716

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにくかった

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった

 

はい 

 いいえ 

 不明 

 

はい 

 いいえ 

 不明 
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問５．裁判官の説明のわかりやすさ 

 

 

 

問６．評議における話しやすさ 

 

 

 

問７．評議における議論の充実度 

 

5,262 

92.1%

403 

7.1%

19 

0.3%

32 

0.6%

全体

n=5,716

4,545 

79.5%

1,045 

18.3%

88 

1.5%

38 

0.7%

全体

n=5,716

4,431 

77.5%

326 

5.7%

887 

15.5%

72 

1.3%

全体

n=5,716

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

話しやすい雰囲気であった 

 普通 

 話しにくい雰囲気であった 

 不明 

 

十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 



- 8 - 

問９．裁判員に選ばれる前の気持ち 

 

 

 

問 11．裁判員として裁判に参加した感想 

 

 

 

問 13-1．裁判所の対応に対する全体的な印象 

 

724 

12.7%

1,531 

26.8%

1,673 

29.3%

846 

14.8%

901 

15.8%

41 

0.7%

全体

n=5,716

3,644 

63.8%
1,879 

32.9%

88 

1.5%

34 

0.6%

31 

0.5%

40 

0.7%

全体

n=5,716

4,370 

76.5%

1,262 

22.1%

34 

0.6%

50 

0.9%

全体

n=5,716

 

積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 

 

適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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審理の実日数別 × 問２．審理内容のわかりやすさ 

 

 
 

 

自白・否認の別 × 問２．審理内容のわかりやすさ 

 

 

 

 

  

3,933 

68.8%

1,006 

73.5%

1,473 

72.0%

728 

66.0%

340 

64.0%

386 

57.8%

1,532 

26.8%

317 

23.2%

507 

24.8%

318 

28.8%

166 

31.3%

224 

33.5%

163 2.9%

28 2.0%

36 1.8%

37 3.4%

17 3.2%

45 6.7%

88 1.5%

17 1.2%

30 1.5%

20 1.8%

8 1.5%

13 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

問２ 審理内容のわかりやすさ

審
理
の
実
日
数
別

※

3,933 

68.8%

2,096 

74.1%

1,837 

63.7%

1,532 

26.8%

645 

22.8%

887 

30.7%

163 2.9%

50 1.8%

113 3.9%

88 1.5%

39 1.4%

49 1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

自白

n=2,830

否認

n=2,886

※

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

問２ 審理内容のわかりやすさ

自
白
・否
認
の
別

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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問２．審理内容のわかりやすさ別 × 問７．評議における議論の充実度 

 

 

 

問９．裁判員に選ばれる前の気持ち別 × 問 11．裁判員として裁判に参加した感想 

 

 

 

 

  

4,431 

77.5%

3,250 

82.6%

1,017 

66.4%

95 

58.3%

326 

5.7%

173 

4.4%

121 

7.9%

28 

17.2%

887 

15.5%

458 

11.6%

378 

24.7%

39 

23.9%

72 

1.3%

52 

1.3%

16 

1.0%

1 

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

問７ 評議における議論の充実度

審
理
内
容
の
わ
か
り
や
す
さ
別
（問
２
）

3,644 

63.8%

675 

93.2%

1,138 

74.3%

934 

55.8%

344 

40.7%

538 

59.7%

1,879 

32.9%

45 

6.2%

381 

24.9%

697 

41.7%

427 

50.5%

327 

36.3%

88 1.5%

2 0.3%

8 0.5%

25 1.5%

39 4.6%

14 1.6%

34 0.6%

1 0.1%

2 0.1%

7 0.4%

18 2.1%

6 0.7%

31 0.5%

0 0.0%

1 0.1%

7 0.4%

11 1.3%

12 1.3%

40 0.7%

1 0.1%

1 0.1%

3 0.2%

7 0.8%

4 0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

積極的にやってみたい

n=724

やってみたい

n=1,531

あまりやりたくなかった

n=1,673

やりたくなかった

n=846

特に考えていなかった

n=901

問11 裁判員として裁判に参加した感想

裁
判
員
に
選
ば
れ
る
前
の
気
持
ち
別
（問
９
）

※数値の上段から「あまりよい経験とは感じなかった」，「よい経験とは感じなかった」，

「特に感じることはなかった」，「不明」

※

 

十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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２．補充裁判員に対するアンケート結果 

問２．審理内容のわかりやすさ 

 

 

 

 

問３．法廷での説明等のわかりやすさ 

 

 

 

  

1,200 

67.1%

523 

29.2%

40 

2.2%

26 

1.5%

全体

n=1,789

1,149 

64.2%

648 

36.2%

548 

30.6%

788 

44.0%

86 

4.8%

346 

19.3%

6 

0.3%

7 

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

検察官

n=1,789

弁護人

n=1,789

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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問４．検察官の法廷活動に対して感じられた印象 

 

 

 

 

問４．弁護人の法廷活動に対して感じられた印象 

 

 

  

251 

14.0%

148 

8.3%

124 

6.9%

236 

13.2%

199 

11.1%

1,528 

85.4%

1,624 

90.8%

1,649 

92.2%

1,540 

86.1%

1,566 

87.5%

10 

0.6%

17 

1.0%

16 

0.9%

13 

0.7%

24 

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,789

n=1,789

n=1,789

n=1,789

n=1,789

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

供述調書の朗読がわかりにくかった

（長い，単調，その場で理解できない，

印象に残らない等）

話す内容がわかりにくかった

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった

496 

27.7%

113 

6.3%

385 

21.5%

529 

29.6%

1,273 

71.2%

1,656 

92.6%

1,374 

76.8%

1,221 

68.3%

20 

1.1%

20 

1.1%

30 

1.7%

39 

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,789

n=1,789

n=1,789

n=1,789

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにくかった

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった

 

はい 

 いいえ 

 不明 

 

はい 

 いいえ 

 不明 
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問５．裁判官の説明のわかりやすさ 

 

 

 

問６．評議における話しやすさ 

 

 

 

問８．補充裁判員に選ばれる前の気持ち 

 

1,651 

92.3%

125 

7.0%

6 

0.3%

7 

0.4%

全体

n=1,789

1,391 

77.8%

360 

20.1%

21 

1.2%

17 

1.0%

全体

n=1,789

235 

13.1%

482 

26.9%

548 

30.6%

253 

14.1%

262 

14.6%

9 

0.5%

全体

n=1,789

 

わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

話しやすい雰囲気であった 

 普通 

 話しにくい雰囲気であった 

 不明 

 

積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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問 10．補充裁判員として裁判に参加した感想 

 

 

 

問 11-2．「よい経験」と感じなかった理由 

 

 

 

問 12-1．裁判所の対応に対する全体的な印象 

 

1,066 

59.6%
638 

35.7%

54 

3.0%

6 

0.3%

13 

0.7%

12 

0.7%

全体

n=1,789

39.7%

15.1%

17.8%

20.5%

16.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

n=29

n=11

n=13

n=15

n=12

全体

n=73

(M.A.)

もともと意義を感じていなかった

正式な裁判員になれなかった

いつ正式な裁判員に選ばれるか

わからず，不安だった

その他

不明

1,377 

77.0%

387 

21.6%

7 

0.4%

18 

1.0%

全体

n=1,789

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 

 

適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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３．裁判員候補者に対するアンケート結果 

問１．裁判員等選任手続の進め方等について 

 

 

問２．裁判員として選ばれることについての気持ち 

 

 

問３．裁判員に選ばれなかった感想 

 

10,627 

56.5%
6,147 

32.7%

198 

1.1%

1,247 

6.6%

586 

3.1%

全体

n=18,805

2,261 

12.0%

5,489 

29.2%

4,378 

23.3%

1,897 

10.1%

3,480 

18.5%

1,300 

6.9%

全体

n=18,805

4,294 

22.8%

9,607 

51.1%

294 

1.6%

3,740 

19.9%

870 

4.6%

全体

n=18,805

 

適切だった 

 普通 

 

 

不適切な点があった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 

 

積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 

 

よかったと思う 

 仕方ないと思う 

 

 

不満である 

 特に感想はない 

 不明 
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問４．裁判所の対応に対する全体的な印象 

 

 

 

 

11,103 

59.0%

6,862 

36.5%

163 

0.9%

677 

3.6%

全体

n=18,805

 

適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 



 

 



 

Ⅲ 調査結果の詳細 
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１．裁判員に対するアンケート結果 

（１）裁判員等選任手続について（問１） 

裁判員等選任手続に関して，「（ⅰ）手続の進め方，受けた質問についてなど」，「（ⅱ）待ち

時間についてなど」の２つに分け，自由な意見を記載してもらった。 

なお，記述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類した。 

 

（ⅰ）手続の進め方，受けた質問についてなど 

全５，７１６名中，回答があったのは３，６３１名である。 

特に項目を特定することなく，「全般的に問題がなかった」とするものが最も多く，「説明

がわかりやすかった」，「進行の手順が適切だった」などとするものがこれに続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１６９頁）に主な記載例を掲

載したので，そちらを参照されたい。 

 

（ⅱ）待ち時間についてなど 

全５，７１６名中，回答があったのは３，４８８名である。 

特に項目を特定することなく，「全般的に問題がなかった」とするものが最も多く，所要時

間の長さについて「適切だった」などとするものがこれに続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１７１頁）に主な記載例を掲

載したので，そちらを参照されたい。 
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（２）審理について 

（ⅰ）審理内容のわかりやすさ 

問２ 審理の内容はわかりやすかったですか。 

 

「わかりやすかった」とする回答は 68.8％であり（「普通」とあわせて 95.6％），「わかりにくか

った」とする回答は 2.9％である。 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

『審理内容のわかりやすさ』を審理実日数別，自白・否認別でみたのが，図 1-2-1-1である。 

「わかりやすかった」と回答した割合は，審理実日数が１日又は２日の場合，73.5％であるのに

対し，審理実日数が６日以上の場合，57.8％となっており，審理実日数が長くなるほど「わかり

やすかった」と回答した者の割合が低下する傾向がみられる。 

自白・否認別では，「わかりやすかった」と回答した者の割合が，自白事件において，74.1％で

あり，否認事件（63.7％）を上回っている。 

 

 

 

  

3,933 

68.8%

1,532 

26.8%

163 2.9%

88 1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

図1-2-1 審理内容のわかりやすさ（全体）

※

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

3,933 

68.8%

1,006 

73.5%

1,473 

72.0%

728 

66.0%

340 

64.0%

386 

57.8%

2,096 

74.1%

1,837 

63.7%

1,532 

26.8%

317 

23.2%

507 

24.8%

318 

28.8%

166 

31.3%

224 

33.5%

645 

22.8%

887 

30.7%

163 2.9%

28 2.0%

36 1.8%

37 3.4%

17 3.2%

45 6.7%

50 1.8%

113 3.9%

88 1.5%

17 1.2%

30 1.5%

20 1.8%

8 1.5%

13 1.9%

39 1.4%

49 1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

審
理
の
実
日
数
別

図1-2-1-1 審理内容のわかりやすさ

（審理実日数別，自白・否認別）

自
白
・
否
認
別

※

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『審理内容のわかりやすさ』について，審理実日数別をさらに自白・否認別で区分したのが，図

1-2-1-2である。 

自白事件において，「わかりやすかった」と回答した割合は，審理実日数が１日又は２日の場合

に 75.6％と最も高く，審理実日数が６日以上の場合に 69.0％と最も低くなっている。 

否認事件において，「わかりやすかった」と回答した割合は，審理実日数が３日の場合に 70.0％

と最も高く，審理実日数が６日以上の場合に 57.0％と最も低くなっている。 

 

 

  

3,933 

68.8%

898 

75.6%

801 

73.8%

294 

71.4%

74 

72.5%

29 

69.0%

108 

60.0%

672 

70.0%

434 

62.8%

266 

62.0%

357 

57.0%

1,532 

26.8%

258 

21.7%

255 

23.5%

99 

24.0%

23 

22.5%

10 

23.8%

59 

32.8%

252 

26.3%

219 

31.7%

143 

33.3%

214 

34.2%

163 2.9%

20 1.7%

15 1.4%

11 2.7%

2 2.0%

2 4.8%

8 4.4%

21 2.2%

26 3.8%

15 3.5%

43 6.9%

88 1.5%

12 1.0%

15 1.4%

8 1.9%

3 2.9%

1 2.4%

5 2.8%

15 1.6%

12 1.7%

5 1.2%

12 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,188

３日

n=1,086

４日

n=412

５日

n=102

６日以上

n=42

１日又は２日

n=180

３日

n=960

４日

n=691

５日

n=429

６日以上

n=626

図1-2-1-2 審理内容のわかりやすさ

（審理実日数別【自白・否認別】）
※

審
理
の
実
日
数
別
【
自
白
】

審
理
の
実
日
数
別
【
否
認
】

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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（ⅱ）検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ 

問３ 検察官や弁護人の法廷での説明や証拠調べは，わかりやすかったですか。検察官，弁護人そ

れぞれについて，お答えください。 

 

検察官，弁護人の法廷での説明等について，「わかりやすかった」または「普通」と回答した者の

割合は，検察官が 95.5％，弁護人が 83.1％である。 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

『検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』を審理実日数別でみたのが，図 1-2-2-1

である。 

検察官については審理実日数による各回答の割合に大きな違いは見て取れない。弁護人につい

ては，審理実日数が長くなるほど「わかりやすかった」と回答した者の割合が概ね低下する傾向

にある。 

 

 

3,841 

67.2%

2,187 

38.3%

1,620 

28.3%

2,562 

44.8%

233 4.1%

937 16.4%

22 0.4%

30 0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

検察官

n=5,716

弁護人

n=5,716

図1-2-2 検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ（全体）

※

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」
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67.3%

1,402 

68.5%

745 

67.5%

329 

62.0%

444 

66.5%

596 

43.6%

892 

43.6%

372 

33.7%

158 

29.8%

169 

25.3%

389 

28.4%

558 

27.3%

317 

28.7%

170 

32.0%

186 

27.8%

590 

43.1%

880 

43.0%

499 

45.2%

266 

50.1%

327 

49.0%

54 3.9%

79 3.9%

33 3.0%

31 5.8%

36 5.4%

176 12.9%

265 13.0%

226 20.5%

104 19.6%

166 24.9%

4 0.3%

7 0.3%

8 0.7%

1 0.2%

2 0.3%

6 0.4%

9 0.4%

6 0.5%

3 0.6%

6 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

図1-2-2-1 検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ

（審理実日数別）
※

検
察
官

弁
護
人

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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 『検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』を自白・否認別で区分したのが，図 1-2-2-2

である。両者とも否認事件より自白事件のほうが「わかりやすかった」と回答した者の割合が高い。 

 

 

 

『検察官の法廷での説明等のわかりやすさ』について，審理実日数別をさらに自白・否認別で区

分したのが，図 1-2-2-3である。自白事件においては，審理実日数が６日以上の場合，71.4％と

最も高く，５日の場合，61.8％と最も低くなっている。否認事件においては，審理実日数が３日

の場合，67.8％と最も高く，１日又は２日の場合，57.8％と最も低くなっている。 

 

 

1,952 

69.0%

1,889 

65.5%

1,293 

45.7%

894 

31.0%

765 

27.0%

855 

29.6%

1,219 

43.1%

1,343 

46.5%

101 3.6%

132 4.6%

304 10.7%

633 21.9%

12 0.4%

10 0.3%

14 0.5%

16 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

図1-2-2-2 検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ

（自白・否認別）

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

弁
護
人

検
察
官

※

817 

68.8%

751 

69.2%

291 

70.6%

63 

61.8%

30 

71.4%

104 

57.8%

651 

67.8%

454 

65.7%

266 

62.0%

414 

66.1%

323 

27.2%

293 

27.0%

106 

25.7%

31 

30.4%

12 

28.6%

66 

36.7%

265 

27.6%

211 

30.5%

139 

32.4%

174 

27.8%

45 3.8%

37 3.4%

12 2.9%

7 6.9%

0 0.0%

9 5.0%

42 4.4%

21 3.0%

24 5.6%

36 5.8%

3 0.3%

5 0.5%

3 0.7%

1 1.0%

0 0.0%

1 0.6%

2 0.2%

5 0.7%

0 0.0%

2 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日又は２日

n=1,188

３日

n=1,086

４日

n=412

５日

n=102

６日以上

n=42

１日又は２日

n=180

３日

n=960

４日

n=691

５日

n=429

６日以上

n=626

図1-2-2-3 検察官の法廷での説明等のわかりやすさ

（審理実日数別【自白・否認別】）
※

審
理
の
実
日
数
別
【
自
白
】

審
理
の
実
日
数
別
【
否
認
】

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』について，審理実日数別をさらに自白・否認別で

区分したのが，図 1-2-2-4である。審理実日数ごとに自白事件と否認事件とを比較すると，自白

事件のほうが「わかりやすかった」と回答した者の割合が高い。 

 

 

  

540 

45.5%

514 

47.3%

172 

41.7%

53 

52.0%

14 

33.3%

56 

31.1%

378 

39.4%

200 

28.9%

105 

24.5%

155 

24.8%

513 

43.2%

466 

42.9%

183 

44.4%

35 

34.3%

22 

52.4%

77 

42.8%

414 

43.1%

316 

45.7%

231 

53.8%

305 

48.7%

131 

11.0%

101 

9.3%

54 

13.1%

12 

11.8%

6 

14.3%

45 

25.0%

164 

17.1%

172 

24.9%

92 

21.4%

160 

25.6%

4 

0.3%

5 

0.5%

3 

0.7%

2 

2.0%

0 

0.0%

2 

1.1%

4 

0.4%

3 

0.4%

1 

0.2%

6 

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日又は２日

n=1,188

３日

n=1,086

４日

n=412

５日

n=102

６日以上

n=42

１日又は２日

n=180

３日

n=960

４日

n=691

５日

n=429

６日以上

n=626

図1-2-2-4 弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ

（審理実日数別【自白・否認別】）

審
理
の
実
日
数
別
【
自
白
】

審
理
の
実
日
数
別
【
否
認
】

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『検察官や弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ』を審理内容のわかりやすさ別でみたのが，

図 1-2-2-5及び図 1-2-2-6である。審理内容が「わかりやすかった」と回答した層が他の層より

も検察官・弁護人の説明等が「わかりやすかった」と回答した者の割合が高い。 

 

 

 

 
  

3,841 

67.2%

3,148 

80.0%

592 

38.6%

57 

35.0%

1,620 

28.3%

711 

18.1%

835 

54.5%

49 

30.1%

233 4.1%

71 1.8%

100 6.5%

57 35.0%

22 0.4%

3 0.1%

5 0.3%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

図1-2-2-5 検察官の法廷での説明等のわかりやすさ

（審理内容のわかりやすさ別）

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

審
理
内
容
の
わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

※

2,187 

38.3%

1,943 

49.4%

210 

13.7%

14 

8.6%

2,562 

44.8%

1,507 

38.3%

971 

63.4%

47 

28.8%

937 

16.4%

474 

12.1%

346 

22.6%

101 

62.0%

30 

0.5%

9 

0.2%

5 

0.3%

1 

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

図1-2-2-6 弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ

（審理内容のわかりやすさ別）

審
理
内
容
の
わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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（ⅲ）検察官や弁護人の法廷活動に対して感じられた印象 

問４ 検察官の法廷活動に対して感じられた印象について，お答えください。 

 

 

検察官の法廷活動に対して感じられた印象については，「証人や被告人に対する質問の意図・

内容がわかりにくかった」（13.3％）と回答した割合が最も高く，「話し方に問題があった」

（12.4％），「供述調書の朗読がわかりにくかった」（11.5％），「説明が詳しすぎた」（7.8％），「話

す内容がわかりにくかった」（6.0％）の順で低くなっている。 

 はい 

 いいえ 

 不明 

 

上記５つの評価軸を審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷

での説明等のわかりやすさ別でみたのが，図 1-2-3-2から図 1-2-3-6である。特に審理内容のわ

かりやすさ及び検察官の法廷での説明等のわかりやすさにおいて「わかりにくかった」と回答し

た層が他の層よりも上記各印象について「はい」と回答した者の割合が高い。 

なお，問４において検察官や弁護人の活動に感じられた問題点等につき，その内容を自由に記

載してもらったところ，全５，７１６名中，２，７８３名から回答があった。記述内容を資料編

の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類したところ，検察官の活動に感じられた問題点の中

で最も多かったのは「声が聞き取りにくかった」であり，「証人や被告人に対する質問の意図・内

容がわかりにくかった」とするものが続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１７３頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。 
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12.4%

445 

7.8%

341 

6.0%

761 

13.3%

660 

11.5%

4,963 

86.8%

5,216 

91.3%

5,301 

92.7%

4,878 

85.3%

4,945 

86.5%

46 

0.8%

55 

1.0%

74 

1.3%

77 

1.3%

111 

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=5,716

n=5,716

n=5,716

n=5,716

n=5,716

図1-2-3-1 検察官の法廷活動に対して感じられた印象（全体）

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにくかった

供述調書の朗読がわかりにくかった

（長い，単調，その場で理解できない，

印象に残らない等）

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった



- 25 - 

①検察官の話し方に問題があった（早口，声が聞き取りにくい，言葉が難しかった等） 
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11.5%
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11.8%
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12.1%

90 

16.9%

84 

12.6%
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11.8%
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10.0%
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16.7%
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27.0%
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5.9%
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22.3%

116 

49.8%

4,963 

86.8%

1,198 

87.6%

1,788 

87.4%

961 

87.1%

435 

81.9%

581 

87.0%

2,477 

87.5%

2,486 

86.1%

3,507 

89.2%

1,267 

82.7%
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72.4%

3,588 

93.4%

1,244 
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116 

49.8%

46 

0.8%

12 

0.9%

17 

0.8%

8 

0.7%

6 

1.1%

3 

0.4%

19 

0.7%

27 

0.9%

31 

0.8%

9 

0.6%

1 

0.6%

27 

0.7%

15 

0.9%

1 

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=3,841

普通

n=1,620

わかりにくかった

n=233

図1-2-3-2 検察官の話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，言葉が難しかった等）

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

審
理
内
容
の
わ
か
り

や
す
さ
別
（
問
２
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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②検察官の説明が詳しすぎた 
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6 

1.1%
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27 

1.0%
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1.0%
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33 

0.9%
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1.0%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

わかりやすかった
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n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=3,841

普通

n=1,620

わかりにくかった

n=233

図1-2-3-3 検察官の説明が詳しすぎた

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

審
理
内
容
の
わ
か
り

や
す
さ
別
（
問
２
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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③検察官が話す内容がわかりにくかった 
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図1-2-3-4 検察官が話す内容がわかりにくかった

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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④証人や被告人に対する検察官の質問の意図・内容がわかりにくかった 
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図1-2-3-5 証人や被告人に対する検察官の質問の意図・内容がわかりにくかった

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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⑤供述調書の朗読がわかりにくかった（長い，単調，その場で理解できない，印象に残らない等） 
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図1-2-3-6 供述調書の朗読がわかりにくかった

（長い，単調，その場で理解できない，印象に残らない等）

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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 はい 

 いいえ 

 不明 



- 30 - 

問４ 弁護人の法廷活動に対して感じられた印象について，お答えください。 

 

 

弁護人の法廷活動に対して感じられた印象については，「証人や被告人に対する質問の意図・

内容がわかりにくかった」（28.5％）と回答した割合が最も高く，「話し方に問題があった」

（24.1％），「話す内容がわかりにくかった」（19.6％），「説明が詳しすぎた」（5.5％）の順で低く

なっている。 

 はい 

 いいえ 

 不明 

 

上記４つの評価軸を審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，弁護人の法廷

での説明等のわかりやすさ別でみたのが，図 1-2-3-8から図 1-2-3-11である。特に審理内容のわ

かりやすさ及び弁護人の法廷での説明等のわかりやすさにおいて「わかりにくかった」と回答し

た層が他の層よりも上記各印象について「はい」と回答した者の割合が高い。 

なお，前述のとおり，問４において検察官や弁護人の活動に感じられた問題点等につき，その

内容を自由に記載してもらったところ，全５，７１６名中，２，７８３名から回答があった。記

述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類したところ，弁護人の活動に感じら

れた問題点の中で最も多かったのが「声が聞き取りにくかった」とするものであり，以下「主張

がわかりにくかった」「証人や被告人に対する質問の意図・内容がわかりにくかった」とするもの

が続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１７４頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。 
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図1-2-3-7 弁護人の法廷活動に対して感じられた印象（全体）

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，

言葉が難しかった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにくかった

証人や被告人に対する質問の

意図・内容がわかりにくかった
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①弁護人の話し方に問題があった（早口，声が聞き取りにくい，言葉が難しかった等） 
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図1-2-3-8 弁護人の話し方に問題があった

（早口，声が聞き取りにくい，言葉が難しかった等）

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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②弁護人の説明が詳しすぎた 
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図1-2-3-9 弁護人の説明が詳しすぎた

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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③弁護人が話す内容がわかりにくかった 

 

 

  

1,121 

19.6%

201 

14.7%

306 

15.0%

267 

24.2%

154 

29.0%

193 

28.9%

378 

13.4%

743 

25.7%

611 

15.5%

394 

25.7%

97 

59.5%

45 

2.1%

404 

15.8%

665 

71.0%

4,487 

78.5%

1,141 

83.4%

1,702 

83.2%

813 

73.7%

368 

69.3%

463 

69.3%

2,400 

84.8%

2,087 

72.3%

3,255 

82.8%

1,106 

72.2%

64 

39.3%

2,103 

96.2%

2,104 

82.1%

263 

28.1%

108 

1.9%

26 

1.9%

38 

1.9%

23 

2.1%

9 

1.7%

12 

1.8%

52 

1.8%

56 

1.9%

67 

1.7%

32 

2.1%

2 

1.2%

39 

1.8%

54 

2.1%

9 

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=2,187

普通

n=2,562

わかりにくかった

n=937

図1-2-3-10 弁護人が話す内容がわかりにくかった

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
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④証人や被告人に対する弁護人の質問の意図・内容がわかりにくかった 
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図1-2-3-11 証人や被告人に対する弁護人の質問の意図・内容がわかりにくかった

（審理実日数別，自白・否認別，審理内容のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）

 はい 

 いいえ 

 不明 
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（ⅳ）裁判官の説明のわかりやすさ 

問５ 裁判官の説明はわかりやすかったですか。 

 

 

「わかりやすかった」とする回答は 92.1％であり（「普通」とあわせて 99.2％），「わかりにくかっ

た」とする回答は 0.3％である。 

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

 

『裁判官の説明のわかりやすさ』を審理実日数別，自白・否認別でみたのが，図 1-2-4-1である。 

「わかりやすかった」と回答した割合については，審理実日数の長短や自白・否認の差による大

きな違いはみてとれない。 
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図1-2-4 裁判官の説明のわかりやすさ（全体）

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」
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図1-2-4-1 裁判官の説明のわかりやすさ

（審理実日数別，自白・否認別）
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※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

※

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『裁判官の説明のわかりやすさ』について，審理実日数別をさらに自白・否認別で区分したのが，

図 1-2-4-2である。 

自白事件・否認事件ともに，「わかりやすかった」と回答した割合について，審理実日数の長短

による大きな違いはない。 
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92.1%

1,085 

91.3%

1,002 

92.3%

381 

92.5%

91 

89.2%

37 

88.1%

166 

92.2%

886 

92.3%

642 

92.9%

396 

92.3%

576 

92.0%

403 

7.1%

91 

7.7%

76 

7.0%

27 

6.6%

10 

9.8%

5 

11.9%

11 

6.1%

62 

6.5%

45 

6.5%

30 

7.0%

46 

7.3%

19 0.3%

4 0.3%

4 0.4%

2 0.5%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.6%

3 0.3%

2 0.3%

1 0.2%

2 0.3%

32 0.6%

8 0.7%

4 0.4%

2 0.5%

1 1.0%

0 0.0%

2 1.1%

9 0.9%

2 0.3%

2 0.5%

2 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,188

３日

n=1,086

４日

n=412

５日

n=102

６日以上

n=42

１日又は２日

n=180

３日

n=960

４日

n=691

５日

n=429

６日以上

n=626

審
理
の
実
日
数
別
【
自
白
】

※

図1-2-4-2 裁判官の説明のわかりやすさ

（審理実日数別【自白・否認別】）

審
理
の
実
日
数
別
【
否
認
】

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 
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『裁判官の説明のわかりやすさ』について，審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明

等のわかりやすさ別，弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別で区分したのが，図 1-2-4-3で

ある。 

いずれの区分でも「わかりやすかった」と回答した層が，他の層よりも裁判官の説明が「わか

りやすかった」と回答した者の割合が高い。 

 

 

 

  

5,262 

92.1%

3,811 

96.9%

1,247 

81.4%

124 

76.1%

3,679 

95.8%

1,368 

84.4%

197 

84.5%

2,104 

96.2%

2,291 

89.4%

843 

90.0%

403 

7.1%

95 

2.4%

270 

17.6%

33 

20.2%

134 

3.5%

238 

14.7%

30 

12.9%

68 

3.1%

252 

9.8%

80 

8.5%

19 0.3%

7 0.2%

7 0.5%

5 3.1%

10 0.3%

4 0.2%

5 2.1%

5 0.2%

6 0.2%

8 0.9%

32 0.6%

20 0.5%

8 0.5%

1 0.6%

18 0.5%

10 0.6%

1 0.4%

10 0.5%

13 0.5%

6 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=3,841

普通

n=1,620

わかりにくかった

n=233

わかりやすかった

n=2,187

普通

n=2,562

わかりにくかった

n=937

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

図1-2-4-3 裁判官の説明のわかりやすさ

（審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）
※

 わかりやすかった 

 普通 

 わかりにくかった 

 不明 

※数値の上段は「わかりにくかった」，下段は「不明」 
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（３）評議について 

（ⅰ）評議における話しやすさ 

問６ 評議は話しやすい雰囲気でしたか。 

 

 

「話しやすい雰囲気であった」との回答が 79.5％（「普通」とあわせて 97.8％）であるのに対し，

「話しにくい雰囲気であった」との回答は 1.5％である。 

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 

 

『評議における話しやすさ』を審理実日数別，自白・否認別でみたのが，図 1-3-1-1である。 

審理実日数別，自白・否認別にかかわらず，いずれも各回答の割合に大きな違いはみてとれな

い。 

 

 

  

4,545 

79.5%

1,045 

18.3%
88 1.5%
38 0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

※

図1-3-1 評議における話しやすさ（全体）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」，下段は「不明」

4,545 

79.5%
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78.7%

1,641 

80.2%
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78.2%
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82.1%
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79.0%

2,231 
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1,045 

18.3%

257 

18.8%
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17.6%

220 

19.9%
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15.6%

124 

18.6%

533 

18.8%

512 

17.7%

88 1.5%

22 1.6%

27 1.3%

16 1.5%

9 1.7%

14 2.1%

44 1.6%

44 1.5%

38 0.7%

12 0.9%

17 0.8%

4 0.4%

3 0.6%

2 0.3%

22 0.8%

16 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

※

図1-3-1-1 評議における話しやすさ

（審理実日数別，自白・否認別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」，下段は「不明」

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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『評議における話しやすさ』を審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等のわかりや

すさ別，弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別でみたのが，図 1-3-1-2である。いずれの区

分でも「わかりやすかった」と答えた層で，「話しやすい雰囲気であった」とする回答の割合が高

くなっている。 
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79.5%
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621 

16.2%
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88 1.5%
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9 5.5%

48 1.2%

30 1.9%

10 4.3%
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42 1.6%
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7 0.5%

1 0.6%

23 0.6%
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0 0.0%

14 0.6%

15 0.6%

6 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=3,841

普通

n=1,620

わかりにくかった

n=233

わかりやすかった

n=2,187

普通

n=2,562

わかりにくかった

n=937

※

図1-3-1-2 評議における話しやすさ

（審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」，下段は「不明」

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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『評議における話しやすさ』を検察官の法廷活動に対して感じられた印象別でみたのが，図

1-3-1-3である。「話しやすい雰囲気であった」とする回答の割合がいずれも 70％以上となってい

る。「いいえ」と回答した層は，「はい」と回答した層に比べ，概ね「話しやすい雰囲気であった」

と回答する傾向がみられる。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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はい

n=660

いいえ

n=4,945

※

図1-3-1-3 評議における話しやすさ

（検察官の法廷活動に対して感じられた印象別）

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取り

にくい，言葉が難し

かった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにく

かった

証人や被告人に対する

質問の意図・内容が

わかりにくかった

供述調書の朗読がわか

りにくかった（長い，

単調，その場で理解で

きない，印象に残らな

い等）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」，下段は「不明」

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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『評議における話しやすさ』を弁護人の法廷活動に対して感じられた印象別でみたのが，図

1-3-1-4である。「話しやすい雰囲気であった」とする回答の割合がいずれも約 80％となっている。

弁護人の法廷活動に対する印象による違いはみられない。 

 

 

 

『評議における話しやすさ』を裁判官の説明のわかりやすさ別にみたのが，図 1-3-1-5である。

裁判官の説明がわかりやすかったと回答した層で，「話しやすい雰囲気であった」とする回答の割

合が顕著に高くなっている。 

 

 

 

  

1,111 

80.7%

3,407 

79.6%
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80.8%

4,258 

79.8%
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79.3%
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11 0.3%

0 0.0%

14 0.3%

1 0.1%
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11 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい
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いいえ
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はい
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いいえ

n=5,339

はい

n=1,121

いいえ

n=4,487

はい

n=1,630

いいえ

n=3,959

※

図1-3-1-4 評議における話しやすさ

（弁護人の法廷活動に対して感じられた印象別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」，下段は「不明」

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取り

にくい，言葉が難し

かった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにく

かった

証人や被告人に対する

質問の意図・内容が

わかりにくかった

4,545 

79.5%

4,357 

82.8%

175 

43.4%

8 

42.1%

1,045 

18.3%

835 

15.9%

200 

49.6%

9 

47.4%

88 1.5%

59 1.1%

27 6.7%

2 10.5%

38 0.7%

11 0.2%

1 0.2%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=5,262

普通

n=403

わかりにくかった

n=19

※

図1-3-1-5 評議における話しやすさ

（裁判官の説明のわかりやすさ別）

※数値の上段は「話しにくい雰囲気であった」，下段は「不明」

裁
判
官
の
説
明
の
わ
か

り
や
す
さ
別
（
問
５
）

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 

 話しやすい雰囲気 

であった 

 普通 

 
話しにくい雰囲気 

であった 

 不明 
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（ⅱ）評議における議論の充実度 

問７ あなたは評議で十分な議論ができたと感じていますか。 

 
評議について，「十分に議論ができた」とする回答が 77.5％であり，「不十分であった」とする

回答は 5.7％である。 

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 

 

『評議における議論の充実度』を審理実日数別，自白・否認別でみたのが，図 1-3-2-1である。 

審理実日数別，自白・否認別いずれも各回答の割合に大きな差はみられない。 

 

 

 

  

4,431 

77.5%

326 

5.7%

887 

15.5%

72 

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

図1-3-2 評議における議論の充実度（全体）
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77.1%

2,248 

77.9%
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1.5%

26 
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17 

1.5%

6 

1.1%

3 

0.4%

34 

1.2%

38 

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

１日又は２日

n=1,368

３日

n=2,046

４日

n=1,103

５日

n=531

６日以上

n=668

自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

図1-3-2-1 評議における議論の充実度

（審理実日数別，自白・否認別）

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 
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『評議における議論の充実度』を審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等のわかり

やすさ別，弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別でみたのが，図 1-3-2-2である。 

各区分で「わかりやすかった」と回答した層が，他の層よりも「十分に議論できた」と回答し

ている者の割合が高くなっている。 
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11.6%

378 

24.7%
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18.1%

72 
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52 

1.3%

16 
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1 
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46 

1.2%

21 

1.3%

2 

0.9%

29 

1.3%

34 

1.3%

6 

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933

普通

n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=3,841

普通

n=1,620

わかりにくかった

n=233

わかりやすかった
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わかりにくかった
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３
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弁
護
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の
法
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説
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わ
か
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す
さ
別
（
問
３
）

図1-3-2-2 評議における議論の充実度

（審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別）

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 



- 44 - 

『評議における議論の充実度』を検察官の法廷活動に対して感じられた印象別でみたのが，図

1-3-2-3 である。各区分で「いいえ」と回答した層が「はい」と回答した層よりも「十分に議論

できた」と回答している者の割合が高くなっている。 
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38 
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42 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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n=707

いいえ
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はい

n=445

いいえ

n=5,216

はい

n=341

いいえ

n=5,301

はい

n=761

いいえ

n=4,878

はい

n=660

いいえ

n=4,945

図1-3-2-3 評議における議論の充実度

（検察官の法廷活動に対して感じられた印象別）

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取り

にくい，言葉が難し

かった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにく

かった

証人や被告人に対する

質問の意図・内容が

わかりにくかった

供述調書の朗読がわか

りにくかった（長い，

単調，その場で理解で

きない，印象に残らな

い等）

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 
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『評議における議論の充実度』を弁護人の法廷活動に対して感じられた印象別でみたのが，図

1-3-2-4 である。各区分で「いいえ」と回答した層が「はい」と回答した層よりも「十分に議論

できた」と回答している者の割合が高くなっている。 
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40 
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41 

0.9%

9 

0.6%

37 

0.9%
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n=1,630

いいえ
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図1-3-2-4 評議における議論の充実度

（弁護人の法廷活動に対して感じられた印象別）

話し方に問題があった

（早口，声が聞き取り

にくい，言葉が難し

かった等）

説明が詳しすぎた

話す内容がわかりにく

かった

証人や被告人に対する

質問の意図・内容が

わかりにくかった

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 
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『評議における議論の充実度』を裁判官の説明のわかりやすさ別でみたのが，図 1-3-2-5である。

裁判官の説明が「わかりやすかった」とする層で，「十分に議論ができた」とする回答の割合が

80.1％と高くなっている。 

 

 

 

『評議における議論の充実度』を評議における話しやすさ別でみたのが，図 1-3-2-6である。「話

しやすい雰囲気であった」と答えた層で，「十分に議論ができた」との回答が 85.1％となってい

るのに対し，「話しにくい雰囲気であった」と答えた層では，12.5％に止まっている。 

 

 
 

（ⅲ）評議の進め方（裁判官の進行，裁判官の説明，評議の時間，休憩の取り方など）についての

意見や感想など（問８） 

評議の進め方について，気づいた点を自由に記載してもらったところ，全５，７１６名中， 

３，９５２名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類したところ，「進行が適切だった」

などとするものが最も多く，「説明がわかりやすかった」などとするものがこれに続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１７６頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。 
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41 
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全体

n=5,716

わかりやすかった

n=5,262

普通

n=403

わかりにくかった

n=19

図1-3-2-5 評議における議論の充実度

（裁判官の説明のわかりやすさ別）

裁
判
官
の
説
明
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
５
）
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13 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

話しやすい雰囲気

n=4,545

普通

n=1,045

話しにくい雰囲気

n=88

図1-3-2-6 評議における議論の充実度

（評議における話しやすさ別）

評
議
に
お
け
る
話
し
や
す
さ
別
（
問
６
）

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 

 十分に議論ができた 

 不十分であった 

 わからない 

 不明 
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（４）裁判員を務めた感想等について 

（ⅰ）裁判員に選ばれる前の気持ち 

問９ 裁判員に選ばれる前，裁判員に選ばれることについてどう思っていましたか。 

 

 

『裁判員に選ばれる前の気持ち』について，「積極的にやってみたい」（12.7％），「やってみたい」

（26.8％）をあわせた『積極的な参加意向』は 39.5％であるのに対し，「あまりやりたくなかった」

（29.3％），「やりたくなかった」（14.8％）をあわせた『消極的な参加意向』は 44.1％である。 

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 

 

『裁判員に選ばれる前の気持ち』を性別，年齢別でみたのが，図 1-4-1-1である。性別でみると，

男性のほうが『積極的な参加意向』（46.7％）が高く，女性のほうが『消極的な参加意向』（53.0％）

が高い。年齢別でみると，若年層ほど『積極的な参加意向』が高く，６０代までは年齢が高くな

るにしたがって低くなっている。なお，７０歳以上の『積極的な参加意向』が突出しているが，

７０歳以上は，定型的に辞退が認められる事由であることに留意されたい。 
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29.3%

846 

14.8%

901 

15.8%

41 

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

図1-4-1 裁判員に選ばれる前の気持ち（全体）
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n=745

30代

n=1,045

40代

n=1,507
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n=1,092

60代

n=1,074

70歳以上

n=174

図1-4-1-1 裁判員に選ばれる前の気持ち

（性別，年齢別）

性
別
（
Ｆ
１
）

年
齢
別
（
Ｆ
２
）

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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『裁判員に選ばれる前の気持ち』を職業別，育児介護の有無別でみたのが，図 1-4-1-2である。 

職業別でみると，学生の層が 67.2％と最も高い『積極的な参加意向』を示しているが，学生は，

定型的に辞退が認められる事由であることに留意されたい。以下，お勤めの層（44.2％），自営・

自由業の層（43.0％），無職の層（39.6％），パート・アルバイトの層（26.9％），専業主婦・専業

主夫の層（22.0％）の順で『積極的な参加意向』は低くなっている。 

育児介護の有無別では，介護をしている層の『積極的な参加意向』が低くなっている。 

 

 

 

（ⅱ）問９で答えた理由（問１０） 

『裁判員に選ばれる前の気持ち』（問９）の理由を自由に記載してもらったところ（問１０）， 

全５，７１６名中，５，４６９名から回答があった。記述内容を資料編の自由記載分類・整理

表記載の項目別に分類したところ，裁判員に選任されることに対し，『積極的な参加意向』を示し

た理由として，「貴重な経験である，関心があった」などとするものが最も多く，逆に，『消極的

な参加意向』を示した理由として「責任が重い，精神的負担」を挙げるものが最も多い。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１８０頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。  
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別
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Ｆ
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図1-4-1-2 裁判員に選ばれる前の気持ち

（職業別，育児介護の有無別）

職
業
別
（
Ｆ
３
）

 積極的にやってみたい 

 やってみたい 

 あまりやりたくなかった 

 やりたくなかった 

 特に考えていなかった 

 不明 
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（ⅲ）裁判員として裁判に参加した感想 

問１１ 裁判員として裁判に参加したことは，あなたにとってどのような経験であったと感じまし

たか。 

 

「非常によい経験と感じた」との回答が 63.8％である。これに，「よい経験と感じた」との回答

（32.9％）をあわせると 96.7％になり，ほとんどの人が『よい経験』と感じたと回答している。 

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 

 

『裁判員として裁判に参加した感想』を審理実日数別，自白・否認別でみたのが，図 1-4-3-1

である。 

審理実日数別，自白・否認に関わらず，95％以上が『よい経験』と感じている。 
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40 0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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n=5,716

図1-4-3 裁判員として裁判に参加した感想（全体）

※

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」，中段は「特に感じることはな

かった」，下段は「不明」
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自白事件

n=2,830

否認事件

n=2,886

図1-4-3-1 裁判員として裁判に参加した感想

（審理実日数別，自白・否認別）
※

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」，中段は「特に感じることは

なかった」，下段は「不明」

審
理
の
実
日
数
別

自
白
・
否
認
別

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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『裁判員として裁判に参加した感想』を審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等

のわかりやすさ別，弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別，裁判官の説明のわかりやすさ別

でみたのが，図 1-4-3-2である。 

いずれの層でも「非常によい経験と感じた」「よい経験と感じた」との回答が高い割合を占めて

いる。特に「わかりやすかった」と回答した層では顕著な結果として表れている。 
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15 0.3%

3 0.7%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

わかりやすかった

n=3,933
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n=1,532

わかりにくかった

n=163

わかりやすかった

n=3,841

普通

n=1,620

わかりにくかった

n=233

わかりやすかった

n=2,187

普通

n=2,562

わかりにくかった

n=937

わかりやすかった

n=5,262

普通

n=403

わかりにくかった

n=19

※

図1-4-3-2 裁判員として裁判に参加した感想

（審理内容のわかりやすさ別，検察官の法廷での説明等のわかりやすさ別，

弁護人の法廷での説明等のわかりやすさ別，裁判官の説明のわかりやすさ別）

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」，中段は「特に感じることはな

かった」，下段は「不明」

審
理
内
容
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
２
）

検
察
官
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

弁
護
人
の
法
廷
で
の
説
明
等
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
３
）

裁
判
官
の
説
明
の

わ
か
り
や
す
さ
別
（
問
５
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非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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『裁判員として裁判に参加した感想』を評議における話しやすさ別，評議における議論の充実

度別でみたのが，図 1-4-3-3である。「話しやすい雰囲気であった」，「十分に議論ができた」と答

えた層では，「非常によい経験と感じた」と回答した者の割合が 65％以上と，他の層よりも高く

なっている。 

 

 

  

3,644 

63.8%

3,121 

68.7%

470 

45.0%

42 

47.7%

3,036 

68.5%

171 

52.5%
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32.9%
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29.4%
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29 

33.0%
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88 
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31 
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41 

0.9%

13 
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34 

3.8%

34 0.6%

18 0.4%

12 1.1%

4 4.5%

11 0.2%

10 3.1%

13 1.5%

31 0.5%

16 0.4%

14 1.3%

1 1.1%

15 0.3%

2 0.6%

14 1.6%

40 0.7%

10 0.2%

8 0.8%

0 0.0%

13 0.3%

0 0.0%

3 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

話しやすい雰囲気

n=4,545

普通

n=1,045

話しにくい雰囲気

n=88

十分に議論が

できた

n=4,431

不十分であった

n=326

わからない

n=887

図1-4-3-3 裁判員として裁判に参加した感想

（評議における話しやすさ別，評議における議論の充実度別）

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」，中段は「特に感じることはな

かった」，下段は「不明」
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７
）

 

 

非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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『裁判員として裁判に参加した感想』を選任前の気持ち別でみたのが，図 1-4-3-4である。選任

前に参加意向が積極的な層ほど「非常によい経験と感じた」の割合が高くなっている。また，選

任前に「やりたくなかった」と回答した層であっても，選任後は 91.2％が『よい経験』と感じた

と回答している。 

 

 

 

（ⅳ）問１１で答えた理由（問１２） 

『裁判員として裁判に参加した感想』（問１１）の理由を自由に記載してもらったところ（問１

２），全５，７１６名中，５，３７９名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類したところ，裁判員に選任され

たことを『よい経験』と感じた理由について，「裁判や裁判所のことがわかった，身近になった」

とするものが最も多く，「普段できない貴重な経験をした，やりがいがあった」とするものがこれ

に続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１８３頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。 
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1 0.1%
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3 0.2%

7 0.8%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

積極的に

やってみたい

n=724

やってみたい

n=1,531

あまりやりたく

なかった

n=1,673

やりたくなかった

n=846

特に考えて

いなかった

n=901

図1-4-3-4 裁判員として裁判に参加した感想

（選任前の気持ち別）

※数値の上段は「よい経験とは感じなかった」，中段は「特に感じることはなかっ

た」，下段は「不明」
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９
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非常によい経験と 

感じた 

 よい経験と感じた 

 
あまりよい経験とは 

感じなかった 

 
よい経験とは感じ 

なかった 

 
特に感じることは 

なかった 

 不明 
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（５）裁判所の対応（裁判所職員の対応，裁判所からの情報の提供，裁判所の設備など）に

ついて 

（ⅰ）全体的な印象 

問１３－１ 全体的な印象はいかがでしたか。 

 

裁判所の対応について，「適切であった」との回答が 76.5％（「普通」とあわせて 98.6％）であっ

たのに対し，「不適切な対応があった」との回答は 0.6％であった。 

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 

 

『裁判所の対応に対する全体的な印象』を裁判員として裁判に参加した感想別でみたのが，図

1-5-1-1である。 

『よい経験』と感じた層における全体的な印象としては，「適切であった」と回答する割合が高

い。 

 

 

 

  

4,370 

76.5%

1,262 

22.1%

34 0.6%

50 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

図1-5-1 裁判所の対応に対する全体的な印象（全体）

※数値の上段は「不適切な対応があった」，下段は「不明」

※

4,370 

76.5%

3,043 

83.5%

1,241 

66.0%
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15.6%

616 

32.8%

39 

44.3%

16 

47.1%

16 

51.6%

34 0.6%
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50 0.9%

15 0.4%

11 0.6%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=5,716

非常によい経験

と感じた

n=3,644

よい経験と感じた

n=1,879

あまりよい経験とは

感じなかった

n=88

よい経験とは

感じなかった

n=34

特に感じることは

なかった

n=31

図1-5-1-1 裁判所の対応に対する全体的な印象

（裁判員として裁判に参加した感想別）

※

※数値の上段は「不適切な対応があった」，下段は「不明」

裁
判
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）
11

 適切であった 

 普通 

 

 

不適切な対応があった 

 不明 
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（ⅱ）裁判所の対応について感じたこと（問１３－２） 

裁判員候補者名簿に登録されてからの裁判所の対応（裁判所職員の対応，裁判所からの情報の

提供，裁判所の設備など）について感じたことを自由に記載してもらったところ，全５，７１６

名中，２，９６８名から回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類したところ，職員の対応につい

て，「適切だった，気を遣ってもらった」などとするものが最も多かった。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１８５頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。 

 

（６）その他の全般的な意見や感想など（問１４） 

全般的な感想について，自由に記載してもらったところ，全５，７１６名中，２，６０２名か

ら回答があった。 

記述内容を資料編の自由記載分類・整理表記載の項目別に分類したところ，参加した感想が最

も多く，制度の運用に関する意見がこれに続いている。 

具体的な記載については，資料編の自由記載分類・整理表（１８７頁）に主な記載例を掲載し

たので，そちらを参照されたい。 

 

 


